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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について 

 

平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、近年自然災害の激甚化・頻発化により、不適切な盛土等による土砂災害リスク

が増加しているところ、廃棄物混じり盛土の発生を防止するため、建設業者による廃棄

物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）違反への対応を厳格化する

必要があります。 

これを踏まえ、国土交通省では「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準につ

いて」（平成 14 年 3 月 28 日国総建第 67 号）の一部を改正し、令和 4 年 5 月 26 日以後

に行われた不正行為等について、改正後の基準によって監督処分を実施することとし、

本会に対し別添のとおり周知依頼がありました。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、本件について、貴会会員企業の皆様に

対して周知賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 

以 上 
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